
 
◆原燃が回答した数値から、事故時の汚染濃度を推定（事故前は検出限界値未満、事故は１１時

３０分頃との前提で計算した値） 

?アルファ核種の場合２．１×１０
－６

Bq/cm3 ―国の基準の３倍 

  線量告示で定められている「放射線業務従事者に係る濃度限度」（科技庁告示１３号 第７条）

［αの場合７×１０－７Bq/cm3］  

?原発の基準では―全面マスク着用が必要なほど（全面マスク直用基準 ７×１０
－８

 Bq/cm3） 

・ 作業員はマスクをしていなかった 

・ 原燃は、「被ばくなし」と断定 

 

◆事故当時、国が定めた基準の３倍もの汚染      

 しかし、法令では、３ヶ月の平均濃度で規制するので法令違反ではない。 

 一時的に高い汚染があっても法令違反にはならない。規制はあるがないも同然。 

 

７．作業員の被ばく線量について 
 
◆６月の内部被ばく事故 

原燃は「被ばくなし」と断定   

  ・事故          ６月２４日 

  ・原燃の「事故報告書」  ７月３日 

  ・質問書提出       ７月２５日 

  ・原燃からの回答         １０月５日 

  ・回答だけでは分からないので、何度も電話で確認 

 
 
◆原燃公表の事故時の室の空気中アルファ核種濃度 

 －実は、長期間の平均値だった 

      

核種  「事故報告書」（７月３日付）公表値 

採取期間  

6/20 10:00～6/27 10:00 

一週間平均値  

電話での回答値  

採取期間  

6/20 10:00～6/24 12:24 

の平均値  

α  
１．４×１０

－８
Bq/cm3  １．９×１０

－８
Bq/cm3  

β（γ） 検出限界値未満  
６．４×１０

－９
Bq/cm3  

?「事故報告書」は１週間平均 薄められた値 

?回答も事故前の４日間分を含んだ平均値 薄められた値 


